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介護サービス事業所によるサービス継続について 

 

 

新型コロナウイルス感染症につきましては、４月７日及び16日に緊急事態宣言が発出

されたところですが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和２年

３月28日（令和２年４月16日変更）付新型コロナウイルス感染症対策本部決定) におい

て、「高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者 

(生活支援関係事業者)」については、事業の継続を要請するものとされており、介護サ

ービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継

続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービ

スが継続的に提供されることが重要です。 

これに伴い、今般、厚生労働省より、介護サービスの継続について、添付のとおり、

十分留意した対応が取られるよう、各都道府県行政等へ事務連絡が発出された旨、日本

医師会を通じて通知がありました。主な内容として、感染防止の徹底、柔軟なサービス

提供について、休業する場合の留意点、事業所の事業継続等について記されておりま

す。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただきますとともに、貴

会会員への周知方よろしくお願い申し上げます。 

 

 

【添付資料】 

○ 令和２年４月24日 介護保険最新情報vol.824 



(介 35)  

                                   令 和 ２ 年 ５ 月 １ 日  

 

都道府県医師会  

介護保険担当理事   殿  

  

日本医師会常任理事   

江  澤   和  彦  

(公  印  省  略 ) 

 

 

介 護 サ ー ビ ス 事 業 所 に よ る サ ー ビ ス 継 続 に つ い て  

 

 

新型コロナウイルス感染症につきましては、４月７日及び 16日に緊急事

態宣言が発出されたところですが、「新型コロナウイルス感染症対策の基

本的対処方針」 (令和２年３月 28日 (令和２年４月 16日変更 )付新型コロナ

ウイルス感染症対策本部決定 ) において、「高齢者、障害者など特に支援

が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者  (生活支援関係事業

者 )」については、事業の継続を要請するものとされており、介護サービ

ス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の

生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対

して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。  

これに伴い、今般、厚生労働省より、介護サービスの継続について、添

付のとおり、十分留意した対応が取られるよう、各都道府県行政等へ事務

連絡が発出されました。主な内容として、感染防止の徹底、柔軟なサービ

ス提供について、休業する場合の留意点、事業所の事業継続等について記

されております。  

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知の上、郡市

区医師会および会員への周知方につきご高配を賜りますようお願い申し

上げます。  

 

 

【添付資料】  

○令和 2 年 4 月 24 日  介護保険最新情報 vol.824 
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Vol.８２４    

令和２年４月２４日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

認知症施策推進室・高齢者支援課・振興課・老人保健課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきます 

ようよろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室）  御 中 
 

← 厚生労働省 認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保健課 

今回の内容 

介護サービス事業所による 

サービス継続について 

計５枚（本紙を除く） 

連絡先  T E L  : 03-5253-1111(内線 3971、3979、394８) 

F A X  : 03-3503-7894 

 












	介護サービス事業所によるサービス継続について
	2020kai_35

